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債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ 

 

当社連結子会社 ENSHU(USA)CORPORATION の取引先である General Motors Corporation(以下、「Ｇ

Ｍ社」又は「債務者」)が平成 21 年６月１日(米国時間)付で米国における連邦破産法第 11 章の適

用申請を行ったことに伴い、下記のとおり、当該取引先に対する債権の取立不能又は取立遅延のお

それが生じましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．債務者「ＧＭ社」の概要 

（１）商号     General Motors Corporation 

（２）本店所在地   300 Renaissance Center Detroit, MI 48265-3000  

（３）代表者     Frederick A. Henderson,President and Chief Executive Officer 

（４）資本金     1,017百万米ドル（平成20年 12月 31日現在） 

（５）主な事業    自動車の開発、製造並びに販売 

 

２．債務者に対する債権の種類、金額および純資産に対する割合（平成21年５月31日現在） 

（１）債権の種類と金額 

   売掛債権  314百万円 

（２）直近の連結会計年度の末日（平成21年３月31日）における連結純資産に対する割合 

   3.77％  連結純資産額  8,357百万円 

 

３．当該連結子会社 

（１）商号     ENSHU(USA)CORPORATION 

（２）本店所在地   404 E.State Parkway Schaumburg. IL 60173 

（３）代表者     赤尾和比古 

 

４．今後の見通し 

当該事実は、当社連結子会社の債務者であるＧＭ社が米国連邦破産法第 11 章の適用申請を行っ

たことによるものであり、今後予定される債務者説明会等の結果をふまえ、対応を図る所存です。 

なお、上記債権の取立不能又は取立遅延額につきましては現在精査中であり、数値が確定し、

公表しております業績予想値の修正が必要な場合は、速やかに開示いたします。 

 

以 上 


